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午前 10 時 01 分開会 

○青少年課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから東京都青少年問題協議会第５

回専門部会（若者支援部会）を開催いたします。 

まず、議事を始めさせていただく前に、お礼をちょっと申し上げさせていただきたいかと

思います。卓上にこちらのパンフレットを置かせていただいておりますが、こちらは自画撮

りの不当要求の禁止を内容といたします青少年健全育成条例の改正ということがございます

が、こちらにつきましては、２月１日に施行ということに相なりました。こちらにつきまし

ては、皆様がまさにご審議いただいた結果が結実したというところでございますので、この

場を借りまして厚く御礼を申し上げさせていただきたいというところでございます。  

そして、今後の施行後につきましても、こちらを、またよりよい制度にしていくでありま

すとか、こちらの内容を徹底していくといったところにつきまして、引き続きのご協力、ご

審議などをお願いすることもあるかもしれません。そうしたところにつきまして、これから

また引き続きよろしくお願いしますということでございます。  

  では、本専門部会についてでございますが、委員の半数以上の出席をもって開催すること

としております。本日、ご出席いただいております委員の方は６名となっており、必要な定

足数に達しておりますことをご報告いたします。 

  また、本専門部会は原則公開となっております。議事録についても同様の扱いとなります

ので、ご承知おきください。 

  次に、本日の資料の確認をいたします。お配りをした物は、次第の次に資料１として第４

回専門部会（若者支援部会）での委員ご発言における主な論点、資料２と３として、ご講演

いただく資料、資料４として意見具申に向けた今後の進め方について。最後に部会名簿を添

付しております。 

なお、もう一つクリアファイルに入れ卓上に置かせていただいております資料につきまし

ては、具体的な相談内容を含んだ内容でございまして、場合によっては個人を特定できる個

人情報となり得る情報を含んでおりますことから、相談者にご配慮するという観点から、皆

様、お帰りの際には机の上に置いたままお帰りいただければと考えております。 

  次に、本日は講師といたしまして、東京都若者総合相談センター若ナビα事業責任者の奈

和良由子様、東京都ひきこもりサポートネット統括責任者の青木紀久代様にお越しいただい

ております。 
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  また、部会のオブザーバーとして福祉保健局総務部企画政策課長の代理で同課統括課長代

理の小高晴雄様、教育庁指導部指導企画課長の代理で不登校施策担当主任指導主事の村尾勝

利様、産業労働局雇用就業部若年者就業推進担当課長の代理で公益財団法人東京しごと財団

正規雇用対策担当課長の永阪彰様、警視庁生活安全部少年育成課長の代理で少年相談担当課

長代理の藤井貢様、東京都発達障害者支援センター、センター長、山崎順子様にもおいでい

ただいております。 

  それでは、その後の進行は古賀部会長にお願いしたいと存じます。  

古賀委員、よろしくお願いいたします。 

○部会長 古賀でございます。よろしくお願いいたします。 

  先ほどお話がありました自画撮りの条例案も議会を通りまして、全国的にも非常に話題に

なっています。私、島根県に内閣府の仕事で行っていましたら、非常に質問をたくさん受け

まして、こういった先端的な動きが東京都の場合は非常に注目されていくんだなというふう

に思った次第です。 

  今日は、たくさん議事内容がございます。円滑な議事の進行を委員の皆様のご協力で進め

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、次第に従いまして進行させていただきます。 

  次第２の第４回専門部会（若者支援部会）における検討状況についてということで、事務

局から前回までのまとめのご説明をお願いいたします。 

○若年者対策担当課長 それでは、資料１をご覧ください。第４回専門部会（若者支援部会）

での委員の皆様からのご発言における主な論点についてご説明いたします。 

  前回の第４回専門部会につきましては、井利委員より、民間支援団体と区市町村の連携に

よる支援につきましてご講演をいただきました。また、事務局より都内の若者支援体制整備

状況等についてご説明しまして、その後、各オブザーバーより各局の取組についてご紹介を

いただきました。 

  それでは、資料１をご覧いただければと思います。主なご意見ということですが、一つ目

の丸の部分になります。精神疾患等を抱え通院歴はあるが完壁に医療機関につながっていな

いなどということで、行き場のないグレーゾーンの若者が多くいるというご発言がありまし

た。これは井利委員から説明がございました。その場合には、行き場のなかったグレーゾー

ンの若者にとっては、若者総合相談センターの存在は有意義であるというご説明がございま
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した。 

  続きまして、二つ目の丸になりますが、若者には総合相談が必要ということで、それにつ

いては、ひきこもりや就労支援といった分野的な対応だけでなくというご意見がございまし

た。具体的には、先進自治体の事例紹介等をしながら、子ども・若者支援地域協議会や子ど

も・若者総合相談センターの設置を促進することが必要であるというご発言がございました。 

続きまして、三つ目の丸になりますが、各委員の皆様からいろいろとご意見をいただきま

したが、複合的な要因を抱えているケースが多いため、やはり問題の背景にある家族関係や

対人関係、経済的な困難や病気等、若者本人の生活全体を見ていかないと就労等につなげる

ことは難しいというご発言がございました。それで、複合的な要因を抱える場合には、一つ

の機関で対応することは難しいため、各機関が立ち位置を明確にしながら、よりよい連携を

実施していくことが重要であるというご発言がございました。 

続きまして、丸の四つ目ですが、実際の連携の部分になりますが、区市町村におきまして、

子ども・若者支援地域協議会を設置し、切れ目のない支援に向けたネットワーク作りが必要

であると。具体的にはどうしていくのかというところで三つございます。 

各機関ができる支援内容についての把握や、事例検討等を通じて、課題やノウハウを共有

しまして、顔が見える連携を行っていく必要があること。 

二つ目が、有効な連携を実施するためには、ケースと一番つながりのある支援者・機関が

中心となって連携をコーディネートすること。そのためには、事前に機関同士の情報共有が

必要あること。 

あと、三つ目としましては、コーディネートする人の役割を十分意識して、各支援機関の

担当者がネットワーク構築を担っていくことが重要であるというご発言もございました。  

続きまして、裏面をご覧ください。不登校の場合、義務教育終了や高校卒業のタイミング

で支援が途切れやすいということで、ひきこもりの長期化の背景には不登校経験や中退など

の問題もあり、ひきこもりが長期化すると支援に非常に時間がかかるというご発言がござい

ました。それで、それを防ぐために早期支援、切れ目のない支援が重要で、関係機関が連携

したネットワーク作りが必要であるという発言がありました。 

最後の部分になりますが、若者支援におきましては、各区市町村における支援情報は単体

としてはございますけれども、全体としての動きが十分把握できていない状況ではないかと

いうことで、そのためには、全体としてどのように動いているかを把握できるように、情報
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の提供や集積が必要であるというご意見がございました。 

前回の主な意見につきましては以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

  今、事務局からご説明がありましたとおり、前回はオブザーバーの皆さんから、教育、福

祉、あるいは産業労働、警察、それぞれからご意見をいただいて各局の事業、取組をご紹介

いただきましたが、その際に意見交換の時間が余り設けられませんでしたので、どうぞ、ど

の分野についてでも結構ですし、また全体についてでも結構ですから、改めてご意見を出し

ていただければと思います。 

  どなたからでも結構です。どうぞ。 

○井利委員 おはようございます。青少年健康センターの井利といいます。よろしくお願いい

たします。 

  前回、建部課長様から、教育についてのご発言がありまして、それを踏まえて少し思った

ことがあるのと、それから、先日、世田谷の方で不登校・ひきこもり支援部会がありました

ので、ちょっとそこでどんなことが話し合われたかというようなことを少しお知らせしたい

かなと思います。 

  まず、不登校を問題行動としないという建部課長様のご発言があって、これはすごく親御

さんもプレッシャーから解放される。それで、プレッシャーから解放されると、より支援に

アクセスしやすくなるし、それから学校への相談とかも出てくるのではないかなというとこ

ろと、それから、教育機会の確保ですか、ありますよね。学校以外の場の重要性を認めたこ

とというのが、同時に非常に親御さんにとってもいいかなというふうに思っております。  

  私も都のスクールカウンセラーを小学校でやったことがあるんですけれども、かなり先生

方の理解も進んでいるし、本当に先生方がお忙しい中でよく勉強なさっているなということ

を感じてきております。 

ただ、やっぱり卒業といったところのライフステージが変わるときの引き継ぎといったも

のがまだまだというところで、例えばＮＰＯとか、私たちも公益社団法人ですが、そういっ

たところでは、まず、入った時点からどこへつなぐか、この人の人生をどういうふうにつな

いで、どこへつないでいって、どういう支援をやっていけばいいのかということも、入った

時点から考えていて、じゃあこの方は、例えば就労なのかとか、復学なのかということもつ

なぎ先としてはあるんですけれども、それと当時に、例えば医療機関にまずつながなくちゃ
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いけないのかとか、それから、障害者就労といった部分につないでいかなくちゃいけないの

かとか、そういうつなぎの部分をかなり意識しながら、本当にその間、例えば半年とか１年

かけて伴走しながら、あるいは並行利用をしながらつないでいくということを各ＮＰＯさん

はほぼやっていらっしゃると思うんですね。そういったところで、まだ学校といったところ

に入ってしまうと、中学校に行けばいいんじゃないのかとか、それから中学校を卒業しちゃ

ったら、あとはちょっと、その全体をまだ見るという視点がなかなかなくて、そのつなぎの

部分が非常に難しいのではないかというお話がありました。 

  あと、高校チャレンジ校の先生からのお話の中で、チャレンジ校に合格した方宛に手紙を

書いて、もし引き継いでほしいことがあれば伺いますというようなお手紙を書いたところ、

今年度、４割の回答があって、やはりそれだけ実は引き継いでほしい、それから伝えたいと

いうことがあるということがわかってきて、かなりそういう意味ではチャレンジ校の先生方

が頑張っていらっしゃるなということがありますが、まだソーシャルスクールワーカーとか

ユースソーシャルワーカーさん、特にソーシャルスクールワーカーさんは、学校が不登校傾

向や不登校の支援について相談を申し込んで、それで行くということが、自分たちで行くこ

ともあるんでしょうけれども、そういうことが中心になっているという中で、まだまだ学校

からのそういった依頼は少ないというようなことがありました。そこら辺の学校の先生方の

意識って随分変わってきていらっしゃると思うんですけれども、まだまだ例えば都から派遣

されるＳＣがやっぱり頑張んなくちゃいけない部分なのかなというふうには思っています。  

  あともう一つ、10 代の方に関しては、やはり保護者の人の理解があるわけではないという

ところで、問題意識を持たないのか、それとも自己責任からなかなかそこへアクセスできな

いのか、ちょっとその辺はいろいろだと思うんですけれども、やはり保護者に関する支援、

例えば保護者がいいと言わないとお金のかかるところには 10 代の方が行けないですし、そ

れからなかなか公的な支援機関につながりにくいということもありますので、そういったと

ころは課題として挙がってきたかなというところがありました。 

  以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。特色校というのですか、チャレンジスクールのよ

うなところは、こういう課題に合わせて教育をやっているところがあるので理解が進むんで

すが、他の学校は必ずしもそんなに一般的に理解できているということではない。ただ、さ

っき出ましたユーススクールワーカーとか、そういうものの制度については少しずつ改善が
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進んでいて、この間、建部さんの方からもご紹介がありましたけど、随分、取組が始まって

いるかなと思いますが。 

  どうぞ、他の先生方も、委員の皆さん。 

○村上委員 東京都就労支援機構の常務理事をしております村上でございます。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

  前回、今日ご出席いただいておりますけれども、警視庁の藤井様のご説明がございまして、

少年たちの置かれた状況を認知した上で、警察とか少年センターに自ら来ること、または、

対象者の家族が積極的に対象者への働きかけや相談に来ること、これが重要であるというこ

とは大変わかりました。ありがとうございました。 

  一つお聞きしたいことがあるんですが、親も子も全く相談に来ないという、働きかけを行

っても全く反応がない場合は別といたしまして、親は関心はあるんだけれども、子供を無理

やりに連れてきたといったようなときなどに、全く子供が振り向かない場合があろうかとい

うふうに思うんですね。そのようなときの対処方法などがあれば教えていただきたいなとい

うことでございます。 

  これはなぜかといいますと、実は、私ども、ここ１、２カ月で２件ほどあったんですが、

要は、就労が続かない、もしくは、高校卒業してからすぐに就労できずに、就労しても数日

でやめてしまうといったようなケースがあったわけですね。それで、それは保護観察がつい

ていたものですから、一人は１号観察といいまして、家庭裁判所で保護観察の言い渡しを受

けた者、もう一人は、地方裁判所で執行猶予付の保護観察というのがあるんですね。その者、

これは 21 歳のまだ若者でございますが、この２件、ここ１カ月ぐらいで事例がございまし

て、これ、どうしたらいいのかなと、若干、精神的な問題も抱えていたものですから、それ

と、もう一つは、二人とも自分の能力を過信しているといいましょうか、もっといい職業に

つけるはずだ、もしくは、もっと給料のいいところで仕事ができるはずだというふうなこと

を思っていたものですから、本人の自覚の意味を込めまして親と相談しまして、東京少年鑑

別所に、あそこに一つ外来鑑別がありまして、そこに二人とも相談、一応、少年の了解を得

て、それから母親もついて一緒に行って、そして本人の職業の能力がどれぐらいあるのかと

いうことを自覚してもらうためにそこへ連れていって、そうしましたら、本人、おおむね理

解ができたのかどうかわかりませんけれども、一人は昨年の 12 月に鑑別所の方に行きまし

て、職業鑑別を受けて１月の末から働き始めて、今現在も継続している。もう一人は、今ち
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ょうど就職が決まったところで、まだ働きには行っていないんですが、やっと就労先が決ま

ったといったようなことで、うまくいった事例が２件ほどあったものですから、こんなとこ

ろも活用するのが一つの方法なのかなと思っているんですが、警察とか少年センターの方で

はどんな活用のされ方をしているのかお聞きしたいなと思いまして、今、発言させてもらい

ました。長くなりましたけれども。 

○部会長 親が特に、親にしか相談関心のないケースというところをお話しいただければうれ

しいんですが。 

○少年相談担当課長代理 一つのパターンとしては、もう親面接だけで続けていって、親の対

応の変化を通じて子供も変わっていくというか、そういうパターンが一つあります。  

  それからもう一つ、その子供との接触を試みる場合は、やはり大きく分けて二通りあるん

ですね。一つは、補導されたとか、万引きで捕まったとか、あるいは家裁から呼び出される

ことになった、そういう事をやらかしてしまった、非行を犯してしまったときに、そういう

司法の枠を利用して呼びかけるという形ですね。 

例えば家で大暴れして 110 番通報されて警察官も駆けつけたと、そして、その後、その場

でも注意はされるけど、その後、警察署の方からも少年センターに行くようにと指導があっ

たということにして子供を呼ぶとか、あるいは、実際に非行、盗みとか事件を起こしてしま

ったということであれば、もう身柄事件であれば鑑別所に入っちゃいますけれども、在宅の

ケースですと呼び出されるのは何カ月も先ですから、恐らく親も子供も不安なわけですね。

そこで呼び出して、事件になってしまったけれども、家裁の審判を控えてこれからの生活態

度が大事だから、そのためにも一緒にやっていこうという、そういう家裁の呼び出しもある

よという枠を利用して呼び出して、最初はちょっとやや本人の不安に訴えるようなところも

あるんですけど、だんだん話し合いをしながら信頼関係を深めていく、そういう司法制度の

枠を利用して呼び出す場合があります。先ほどのケースでも保護司さんから練馬の鑑別所の

相談所の方に行くようにという、それも一つの枠からの働きかけだと思うんですね。  

  あと、もう一つは、やはり先ほど申しました親との面接を続けていくうちに、関係が悪い

ときはだめですけど、親との関係がよくなっていきますと、ちょっと一緒に行ってみようか

と言うと、随分おくればせながら子供が登場する場合もありますね。大きく分けてそんなパ

ターンでございます。 

○部会長 一定の制度的な強制力が存在するということと理解してよろしいんでしょうかね、
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必要に応じては。つまり働きかければ来てもらえるという。 

○少年相談担当課長代理 もちろん、最後まで来ない子はやっぱり来ない。相談に関しては強

制力はございませんので、来ない場合もあり得ますけれども、そういう中で少しでも呼び出

させるように先ほど申し上げたような枠を利用することがあるということです。 

○部会長 ちょっと踏み込んじゃうんですけど、その枠を利用するとどのくらい来てもらえる

ようになっているのかみたいな、比率ではわからないでしょうけど、確率は高いんでしょう

かね、その今のような呼びかけというのは。 

○少年相談担当課長代理 そうですね、やっぱり万引きなど、事件、犯罪で。警察署で扱われ

たというとやっぱり本人も不安だから割と来ますね。 

○部会長 わかりました。ちょっとこの後の話にかかるので、今、確認したわけですが、どう

ぞ、他の方、もう少ししか時間がありませんが。 

○河野委員 おはようございます。青少年自立援助センターの河野です。 

  私どものところは、就労支援中心にやってきているので、前回、産業労働局の小澤様がお

話しいただいたところで、ちょっと何点か感想というか、関わった事例とかもあったのでお

話ししたいと思います。 

  前回のお話の中で、就業構造基本調査のところで、なかなか求職活動につながっていけな

いような若者が多い。その理由に、探したけれど見つからない、知識・能力に自信がない、

希望する仕事がありそうにないというような部分で、これは、ひきこもりが長期化すればこ

ういう部分はすごく拡大していっているかなと思うんですけれども、ひきこもりといっても

かなり幅があるので、このときはワークスタート事業のお話をなさっていたんですけど、支

援の段階別で見ると、ワークスタートはどの辺の位置かというのは微妙なラインなんですけ

ど、ある程度、目的がはっきりして、先にどうつながっていくのかというのが見えるんであ

れば、こういうちょっと自信のない若者たちもそこには入っていけるかなと考えます。 

我々は、若者サポートステーションも受託して運営しているんですけど、サポステの中で

もセミナーとかキャリアカウンセリングとかいろいろ準備はしてやっています。ただ、その

中だけではちょっと不十分、通い切れなくなりそうな若者もいます。最近、ワークスタート

の方を並行して活用してみたらどうかと提案し利用を開始しました。２週間目ぐらいに顔を

出した男性の利用者様なんですけど、現場のスタッフも変わったなという感想を持ちました。

大分自信がついて覇気が出てきてというような、そういう意味では、７週間ですか、集中し
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て人の中に入って共通の課題をやっていくということは、非常に意味があることだというふ

うに思いました。 

  あと、もう一点、精神的な問題を抱えている利用者さんというのも増えてきているという

ところで、先月、足立区の方で割と大きな精神科の病院で少しひきこもりの話をということ

で、地域の支援者さんも集まって、そこの病院の先生たちも集まっての学習会があったんで

すけど、そこで何でひきこもりについて、医療機関で話が必要になるのかなというふうに聞

いていくと、かなり医療的なケアが必要がない方々が流入してきているという話でした。そ

この院長先生は、医者は病気じゃない人には無力なんですという話でした。どうしても医療

の枠の中だと、医療・福祉的な領域の就労であったりとか、そういうところまでつなぐ策し

か思いつかない。例えば若者サポートステーションであったり、しごと財団であったり、ハ

ローワークにどのようにつないでいっていいのか全くわからないという話で、割とそんなに

大変なことかなと思うんですけど、どうもやっぱり今までそういう視点がなかったというの

が問題だったのかなというふうに感じました。 

  今、行き場がなくなってしまって、ある意味、いろんなやる気というか、どういう方向で

行っていいかわからないというような若者たちが増えてくる中で、行き場がなかったらやっ

ぱり医療機関につながっていく率というのは結構高くなってくる。早目に、これはまずいな、

滞留者が増えてくるなと気づいている医療機関は、何とか打開策を考え始めていますが、ど

うしても小さいクリニックとかに通っているような状況だと、本当に定期的に何分かお話を

聞いて薬だけ出されて、ずっと時間だけが過ぎていってしまっているような、そういうゾー

ン、本来であれば医療が必要ではないんだろうけれども、そこで医療の中に隠されてしまっ

ているようなひきこもり群像というのはかなりいるんだろうなというふうに感じています。

やはり、ここの連携をどうしていくか、あるいは、医療機関であったり、福祉機関とかの方々

にどういうつなげ方があるのか、どういう連携の仕方があるのかというのをしっかり伝えて

いく必要というのはあるかなというふうに、前回のお話を聞いていて感じました。 

  以上です。 

○部会長 そうですね。先ほど井利先生の方からもお話がありましたけど、ＮＨＫ特集なんか

でも「長期入院」というテーマの番組が週末にやられていましたけど、精神科の長期入院者

のほとんどが医療的ケアを必要としないというふうに、そこのお医者さんが出てきてインタ

ビューに答えていました。ただ、行くところがないということだというようなことですね。
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長期化すると余計そうなるようなんですけど、障害とか医療との関係性ということはやはり

非常に難しくなってきているかと思います。 

  あと、いかがですか。はい。 

○坪井委員 私の方から、前回、児童相談所の取組として福祉保健局の方からご報告いただい

たことについて何点か申し上げたいというふうに思います。 

  今朝のニュースで行方不明者、日本全国８万人超、そのうち 10 代が 20％、20 代が 20％

という愕然とする数字を私も聞いて、いかに 10 代、20 代の子供が行方不明になるという形

で困難を抱えているのかというのに愕然としたんですが、この間、あの報告をいただきまし

たとおり、児童福祉の分野で支援の幅を 18、19、そして今度、就学者を 22 歳に東京都の場

合、予算措置をつけて、就労の子も 22 歳まで、社会的擁護の中で支援をするという方向性

をとっておられるという報告がありましたが、本当に私たち、現場にいる者としては、とて

も朗報でございます。 

いかに社会的擁護の中に入った子供たちが自立をしていくことが困難か、これは家族のい

ない中でそもそも虐待の傷を抱えた子供たちが自立していくことは、22 歳になったからとい

ってできるものでもないという、本当に困難なんですね。それが、 20 歳よりは 22 歳まで延

びてというだけでも、少しは救いなんですけれども、その後も実はものすごい困難が待ち受

けています。 

  それで、そこへどうやってつないでいくか、児童福祉からその次の支援につないでいくか

というところで、つないでいる努力をされているというご報告はあったんですけれども、現

場からすると、やっぱり児童相談所からどこへつなげたらいいのかということ自体、制度が

ないのでつなく相手がいないというのが現実感としてあるんです。  

生活保護に例えばどうしてもつながなければいけない子であった場合には、政府のケース

ワーカーに児童相談所の福祉士さんがつなぐということはあり得るんです、現実にはあり得

るんですが、私たちのやった他県の例ですと、生保の方は自分が来て、そこで申し込めばい

いと、児相から連携をするものではないといっても、本当にそこでの情報提供、あるいは連

携が難しくて、制度でばつっと切れてしまう。そこをつなぐのが本当に大変だったんですね。 

なので、児童相談所が一体どこへつなぐのか、今みたいに医療の問題があれば、まだ病院

のＭＳＷにつなぐとかということもあるでしょうし、犯罪ということであれば、保護司さん

がつないでいるということもあるんでしょうけれども、犯罪もない、医療でもつながってい
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ない、生活保護にもつながらない、だけど社会的擁護から出ていった子、ひとり暮らしを始

めた子、本当に困難で誰にも相談できないし誰にもつながらないという孤立状態になってい

くわけですね。 

  唯一、児童養護施設において自立支援コーディネーターが配置されるようになっているわ

けですけど、自立援助ホームにはジョブ・トレーナー制度というのは東京だけなんですが、

東京都は本当に自立援助ホームに手厚いんですが、配置していただいています。ですが、そ

れでもアフターケアまではとてもじゃないけど、現場の職員、手が回らない。自立援助ホー

ムの職務の２分の１から３分の１はアフターケアに実は走り回っています。出た子供たちが

病気になった、解雇された、あるいは事件を起こした、お金がなくなった、食べる物がない、

それが自立援助ホームに連絡が来るわけです。そうすると、現場の今いる子供たちを支援し

ながら、職員たちは自分があけた後、その子供のアパートへ行き、あるいは、その子供の相

談を夜にこっちへおいでと言って、その子のケアをする。もうボランティアワークでアフタ

ーケアをやっているわけですね。 

東京都の場合は、それでも人員配置、国からすれば本当に一人多いんです。その中でもア

フターケアのためにどれだけブラックな世界で超勤しているかということをわかっていただ

きたい。そういう子供たちのケアのために、本当に自立までじゃなくて、その後のアフター

ケアをする要員、施設もそうですし、自立援助ホームもそうなんですが、そのための専門の

人を欲しいというのが悲鳴です。 

確かに出た子供たち、専門の相談、対象者支援をするＮＰＯというのが幾つかできている

んですが、なかなかやっぱり小さいときから暮らしていたところの職員に相談をしたいわけ

ですよね。そういう機関がありますといっても、顔を知らないところに突然相談に行くとい

うのはなかなか難しくて、やはり育った施設のアフターケアというのは、子供たち、若者た

ちにとっては物すごく安心なんですね。 

そこのところのニーズをわかっていただいたもう一歩進んだ東京都ならでの先進的な取組

にしていただけないかなと。それと切れ目のない支援というのは本当に一体どこに、実際に

ないので制度が、誰が引き受けるのか、それこそ、ここの部会の課題なんではないかと思い

ますが、コーディネートする人に誰に渡すかというあたりを一緒に考えていただければと思

います。 

○部会長 本当に深刻な事例で、今も出ていましたけど、生活保護とか、何らかの問題性のと
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ころにつながると、その枠の中へ入れば何かあるんですけど、そうでないとなかなかアフタ

ーケアって簡単にできませんし、当方の調査では中退者も中退した高校にたくさん就学相談

に行っているというようなことがありますよね、実質で 10％強ね。つまり、だから、今のお

話のように、顔の見える人を探し出すって容易じゃないということを示していると思うんで

すね。ですから、そういう支援の仕方ということ、わかり合える関係の中での支援の仕方と

いうことについて工夫が要るというお話は重要だったと思います。  

  ということで、ちょっと時間が、予定時間より過ぎてきてしまいましたので、一旦区切ら

せていただいて、まだご発言のある方もいらっしゃるとは思うんですが、一回区切らせてい

ただいて、今日予定しておりますご講演を承って、その後また議論をさせていただきたいと

思います。 

  それでは、続きまして次第３のご講演に移りたいと思います。  

  まずは、都の相談事業における支援状況について、東京都若者総合相談センター若ナビα

について、奈和良様にお話しいただき、また、東京都ひきこもりサポートネットについては、

青木様からご講演、ご説明をいただこうと思っております。 

  このお二人のご発表後にまとめて時間をとらせていただきますので、またご質問等もいた

だければというふうに思いますので、続けてお願いしたいと思います。  

  では、奈和良様から。 

○奈和良講師 東京都若者総合相談センター若ナビα事業責任者の奈和良でございます。本年

度より当事業を受託させていただいております社会福祉法人やまて福祉会でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  これより着席にて失礼いたします。 

  お手元の資料２をご覧いただきながら、また画面を見ていただきながらご説明したいと思

っております。 

  さて、若ナビαには、日々若者やその家族からの相談が寄せられています。本日は、若ナ

ビαで対応している相談から見えてくる若者支援の現状と課題というテーマでお話しさせて

いただきます。 

  発表は、こちらの三つの項目を軸に進めてまいります。 

  まず、当センターの活動についてです。若ナビαは一時的受け皿としてあらゆる相談を受

け付けています。例えば仕事関係、対人関係、家族関係、心身の健康、進路に関する悩み、



 13 

ひきこもり、ＤＶ、孤独や不安、あと恋愛相談と、幅広い分野の相談があります。若ナビα

では、そのような相談を丁寧に聞き取り、確実な見立てを行い、適切な機関へつなぐことで、

それぞれの若者の社会的自立を後押しすることを目指しています。  

  昨年の７月より電話やメール相談に加え、来所による相談がスタートしています。来所相

談については、電話・メール相談のように匿名ではなく、今度は実名での相談になり完全予

約制です。相談には実務経験豊富な社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士を配置し、日々

相談に当たっているところです。また、非行専門相談員による非行少年、非行歴を有する若

者の支援も行っています。さらに、援助方針会議を開催し、各支援機関の担当者にもご参加

いただいて、一人一人に合った支援について検討しています。  

  次に相談の流れをご説明します。まず、電話やメールで本人の主訴や状況を聞き取り、来

所が適切と判断した場合に来所相談を行います。若者が抱える課題を整理し、必要に応じて

心理検査を行いながら援助方針会議を開催するなどして支援を組み立てます。おおむね５回

で支援機関へ引き継ぎますが、引き継ぐ際には支援機関への同行、同席も行っております。

さらに、引き継ぎ後の状況を確認し、再度支援が必要であれば対応しています。このように

悩みを抱える若者が社会で自分らしく一歩を踏み出せる支援を常に考えております。  

  次に、相談者の特徴についてご説明いたします。まず、相談者の特徴①です。こちらは、

今年度４月から 12 月の状況を表しています。性別では６対 4 の割合で女性の方が多くなっ

ています。年齢別では、約半数が 20 代、次に 30 代、保護者、10 代と続いています。右側

の就業状況では、学生、正社員、派遣やアルバイト等の非正規雇用、無職がそれぞれ約 20％

前後の割合を占めています。 

  次に、特徴②になります。こちらでは、相談内容や傾向について表しています。左の円グ

ラフでは半数近くが自分自身についての悩みを訴えています。次に仕事関係、対人関係、家

族関係となっています。 

  そして、傾向といたしましては、若ナビαにアクセスしてくる若者というのは、大きく２

分化されていることがわかりました。一つは、資料の左側の四角の中ですね。こちらの、複

合的な課題を抱える若者です。様々な課題が複層的に重なり、自力での解決が困難となった

若者です。この場合、具体的な課題が見えていますので、来所相談を行い、課題を整理し、

課題ごとに適切な支援機関へつなぐことができます。 

  ただ、右側の四角の中です。こちら、孤立した若者については、大変支援が難しくなって
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います。自分の課題に対し、アドバイスや支援を求めず、ある意味、課題から目をそむけた

り、他罰的になることで自分自身を保っているようにも見受けられます。その多くは、統合

失調症等の精神疾患で医療機関につながっているか、あるいは、発達の課題、またその二次

障害が疑われるけれども、その認識のない方が多く見受けられます。そして傷つき体験の大

きい方たちだと私たちは考えています。こういう若者は頻繁に電話をかけてきて相談員と話

をすることで社会とつながっていたい、一人ではないと感じたい、自分の存在を認めてほし

いといった気持ちが根底にあるように感じています。 

  では、次、特徴③です。課題を抱えた若者がどのようにして若ナビαにつながったかとい

うことなんですが、右下の円グラフをご覧ください。４割以上がインターネットからのアク

セスです。次に他機関からの紹介、公共機関や学校等に設置、配布しているポスターやリー

フレットから若ナビにつながっていることがわかります。 

さらに、具体的なきっかけですが、来所相談が始まる前から長く継続して電話やメール相

談をしている若者がいます。来所相談が始まったことでより具体的な状況を聞くことができ

るようになり、実際に会って話をすることで本当の課題が見えてくることもあり、初めて支

援介入することができるようになりました。 

また、②の親からの相談では、先ほども出ましたけれども、話を伺うと実は困っているの

は親で、本人は全く困り感がなくて支援が必要とは感じていないケースが多いということが

わかりました。 

そして、③の他の機関からの紹介では、若者が複数の課題を抱えていることによって、一

つの機関だけでは支え切れないケースがとても多いということ、その場合、他の機関と連携

する際に、各機関を支援全体として取りまとめていくコーディネーター役の不在が連携のネ

ックとなっているように考えています。 

  それでは、三つの相談事例を通して見えてくる若者像と、その課題についてご説明いたし

ます。では、お手元のクリアファイルにケース概要の資料がありますので、クリアファイル

の中の資料をご覧いただきながらご説明いたします。 

  ケース１です。実家で暮らす 20 代の男性のケースです。就職するものの長続きしなくて

転職を繰り返し、相談時には無職の状態でした。６年前の電話相談が初回でした。それ以降、

仕事が辛くなると集中的に電話が入るようになってきます。行動面では衝動性がとても高く、

思い立ったら行動せずにはいられない傾向があり、自分から積極的に複数の支援機関に相談
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しているような状況でした。 

  相談先の就労支援機関で若ナビαの来所相談を知ったその日にすぐ面談希望の電話が入っ

ているような状況でございます。就労意欲は大変高いのですけれども、就労継続できない理

由に発達の課題が見受けられたため、丁寧な見立てが必要だと考えました。  

  次の今後の連携についてですが、図にありますとおり、左側、こちらが発達課題への連携

です。そして右側が就労支援への連携と二つの目標を立てています。全体でうまく支援がか

み合っていくように若ナビαがそれぞれの支援機関、そして全体のコーディネーター役を務

めています。 

  下に家族とありますけれども、やはり障害受容というところではご家族の抵抗がかなり強

くて、ご本人もですが、そういったところでの理解を無理のないようにお話しながら進めて

いくという形で、今、調整しているところです。 

  では、このケースから見えてきた課題になります。これまで本人なりに一生懸命頑張って

きたけれども、いつもうまくいかないといった、こういった若者の生きづらさですね。こう

いったところを支援者が深く理解し、適切な対応をする必要があるということ。また、連携

による支援を機能させるためには、全体の調整役が必要とされているということです。そこ

がポイントだと感じています。一つの支援機関へつないだだけでは、若者の抱える課題に対

応するのが非常に困難な状況が見えてきています。 

  では、ケース２になります。こちらは、やはり男性ですが、ひとり暮らしをしている 20

代、無職の男性です。家族は他県に祖母が一人です。初回相談は昨年の春の電話相談からで

した。そのときの相談というのはとても不安が強くて、話がしたいという主訴でした。精神

科に通院しており、無職で何もすることがないということで、複数の相談機関に何時間も電

話を繰り返しては消耗して病状が悪化するという状況がありました。医療にはつながってい

るものの、主治医、先生にはその苦しさというものをうまく伝えられないでいることがわか

りました。監修者の精神科医のアドバイスにより、治療と生活支援の連携が必要と判断して

います。 

  では、今後の連携です。こちらの図をご覧ください。まず、やはり主治医がいるというこ

とで、病院での治療を中心に、若ナビαが主治医や社会復帰支援室の担当者と面談していま

す。そして情報共有をさせていただきました。今後は、治療の妨げとならないよう、主治医

の了解をとりながら地域の保健所や居場所となるフリースペース等と連携して、支援する方
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向で今調整をしているところです。 

  このケースから見えてきた課題です。このように精神疾患を持つ若者に対しては、医療へ

戻すことが基本になります。不安や孤独を抱えている若者の気持ちに寄り添いつつ、治療の

妨げとならないよう対応することが重要だと感じました。そのためには、ただ主治医に相談

しなさいと押し戻すのではなくて、可能であれば医療機関とも連携し、情報を共有させてい

ただいて役割を分担することができれば、ご本人の不安や孤独を支えることができるのでは

ないかと日々感じています。 

  それでは、三つ目のケースのご紹介です。こちらも実家で暮らす 20 代の非行歴のある女

性のケースです。やはりこの方も精神疾患で通院をしている方です。若ナビαへは昨年秋、

初めて電話相談がありました。保護観察中は観察官、保護司が相談に乗ってくれるのでいい

のだけれども、１カ月後に観察期間が終了してしまうことで、相談できる人がいなくなって

しまうので今後どうしたらいいかわからなくて将来が不安だという訴えがありました。保護

観察期間中であったため、本人を介して担当の保護観察官、保護司に連絡をとらせていただ

いて、終了前に支援を途切らせないための連携をこちらから提案させていただきました。病

気もあるので、無理はせず、本人のペースを大切にしてやりたいこと探しができるような形

でサポートをしているところです。 

  下の連携の図をご覧ください。保護観察が終了した現在ですけれども、メニューを盛りだ

くさんにはしないように、心理カウンセリングを中心に据えています。今後は体調を見なが

ら、必要があれば本人の了承を得て、主治医との連携も視野に入れているところでございま

す。 

  このケースから見えてきた課題ですけれども、保護観察が終了するということは、自由に

なることへの喜びだけではなくて、不安も伴うものだということが見えてきました。あらゆ

る点で経験が少ない若者にとっては、自分に何ができるのか、何をしたいのか、何をすれば

よいのか、全く見当がつかない、また、そんな自分に対して期待が持てないという状況にあ

るようです。保護観察終了と同時に支援も終了してしまうこと、そういったことへの不安を

解消するために、切れ目のない支援、例えば司法と福祉という枠組みを超えた連携が必要で

はないかと感じています。さらに、こうした切れ目のない支援が先々の再犯防止へとつなが

っていくということも期待したいと思っています。 

  最後に全体のまとめをさせていただきます。最初の資料２に戻っていただきまして、一番
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最後のページ、６ページになりますけれども、そちらをご覧いただきたいと思います。相談

から見えてきた課題というところですね。若ナビα全体のご相談からということになります

が、若者への理解と対応、地域における連携支援、それぞれ三つのポイントを挙げています。

若者自身だけでなく、親や周囲の人間が本当の課題に気づかず、本人の能力の低さやコミュ

ニケーション下手といったところのマイナス面ばかりに注目してしまうということで社会に

生きづらさを感じている若者の姿。また、精神疾患を持つ若者が周囲の理解を得られずにや

はり孤独や不安を抱えた状態でいるということ。そして、保護観察終了後に一人放り出され

るような思いを感じている若者の姿というものが、この三つの事例から見えてきたと思いま

す。 

こうした若者を支える支援機関の連携については、やはり不可欠で、さらに各支援機関を

つなぐ全体を調整するコーディネーター役が必要とされているということを現場で強く実感

しています。 

また、医療機関との連携においては、情報共有とともに、特に役割分担が重要だと感じて

います。医療の妨げにならない支援というものはどういうものなのかを常に考えながら主治

医とも相談しつつ進めているところです。 

  そして、保護観察終了後の切れ目のない支援というところでは、期間で区切るということ

ではなくて、のりしろ部分を多くとることによって、本人に無理のないスムーズな支援の仕

組みを構築できるのではないかと感じています。 

以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。  

○部会長 どうもありがとうございました。 

  ちょっと１点だけなんですけど、今、ご本人からの相談ということでご紹介いただいたの

ですが、親御さんからというのはどのくらいの相談状況になっているのかというのを教えて

いただければ。 

○奈和良講師 今回は事例を出していないのですが、親御さんからの相談、特にお母様からの

ご相談というのは大変多くございます。今、具体的な数字をお挙げすることができないので

すが、実際に本人がひきこもっていて、相談機関につながらないケースで親御さんがすごく

心配している。ただ、本人は暖かい部屋にいるし、食べられるし、何の不安もなくて困り感

が本当にないですね。親御さんが焦ってしまって、むしろ親御さんに問題があるんじゃない

かというケースも見受けられる中で、最近の例では、お母さんがうつ病を発症していまして、
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そのお母さんが心配の余り、干渉が過ぎるといったところでお子さんにうつ症状が出てきて

しまっている状況です。本来は潜在能力が大変高いお子さんで、そこをどのように今後支援

していくか課題になっているといったことがございます。 

○部会長 わかりました。じゃあ親御さんからも相当こういう相談が来ているというふうに考

えていいということですね。 

○奈和良講師 来ております。 

○部会長 わかりました。ありがとうございました。 

  すみません、ちょっと緊張する空間の中にお願いしてしまいまして、申し訳ございません

でした。 

  では、続けて、青木さんの方からよろしくお話をお願いいたします。 

○青木講師 東京都ひきこもりサポートネットを受託してお茶の水女子大学で事業を行わせて

いただいております、私、お茶の水女子大学の青木と申します。  

  今日は、20 分から 25 分ほどで私どもの実践活動から見えてきた幾つかのクライアントさ

んの状況についてお話をさせていただきます。 

  東京都ひきこもりサポートネットの活動は、いろいろなところでお話しさせていただきま

すので、簡単に触れながら、特に３番のあたりをお話しできればと思っています。 

  活動の内容ですけれども、このよくある厚労省が示している回復過程、支援過程の五つの

段階というのがございまして、これに則して、私どもではメール相談と電話相談というのを

2012 年に始めました。この目的は、普段、自分で個人的な助けを求めてくるというのがこの

あたりですので、外来などでは、ほとんど来ない方々の本人からの相談が実は多いんですね。

こういう層を拾っていました。しかし、匿名であることから、個人がニックネームをつけて

いただく形でやっておりますので、メール内での継続相談は可能なんですけれども、しかし、

その人が本当にどういう人なのかということは私たちは会えずじまいで、年間、メールと電

話で 5,000 件ぐらいの相談をさばいていたということなんですね。  

  しかし、この中の膨大なテキストに落としたデータ、会話データとかメールのものが残っ

ておりますので、それを何とか分析できないかということで、試行錯誤で分析作業をしてい

るということでございます。しかし、一番弱かったところは、本当にその人がどういう人な

のかということがわからない環境の中での実態を分析していくということでしたので、要因

について確定的なことがなかなか言えないという困難さがございました。  
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  ここで、訪問支援という形で、ここ数年ほどお引き受けするようになって、そこの部分が、

私たちも格段とリアルなところを持ってお話しできるようになってきた次第です。ただし、

訪問支援に応募をしてくる方というのは、基本的には、このこちら側を希望する形になりま

すので、メールで拾っている層と重複はありますけれども、大分違う層を拾っているという

ことだろうと思います。 

  今日は、こちらのことに入っていく方々についての分析を行ってまいりましたので、それ

をお話ししていきます。 

  訪問支援の流れというのは、東京都さんとずっと 2014 年から試行錯誤で作り上げてきた

システムでございまして、東京都の全ての市区町村に窓口を最初に設けて、そこで市区町村

から申し込み、ウエブでつながっているセキュリティーのしっかりしたシステムなんですけ

れども、市区町村の窓口から受けた事例について、私どもが電話をかけて相談を始める。し

かも初回は市区町村が設けた場所で出会うという形で、いきなり電話があって、はい、そう

ですかといって二人で部屋の中へ入っていくというようなことはしていない。双方にとって

の安全面ということもございますし、ある程度、いろいろな形で場を設けているわけです。  

そして、インテーク後に訪問になる場合、訪問の場合も窓口から市区町村で会ったときに、

結局は本人が了承していないというケースが結構あるわけです。ですので、あくまでも本人

にアクセスできるために、本人が了承するまで、この電話のフォローアップというのを大事

にします。私たちが伺えるチャンスは５回しかありません。５回ですけれども、回と回の間

に電話をしていく、つまり、最短で１カ月に１回ですので、半年はお付き合いします。半年

から１年の経過をかけて、また東京都が独自にネットワークを組んでいる、信頼できるいろ

いろな支援機関につないでいくという作業をしているわけです。  

  もう一つ大事なことは、市区町村ごとにやはり取組に大きな落差があるわけですね。落差

というふうに言うと上下に見えますので、大きなバリエーションがあるというふうに言いか

えたいと思いますが、そういうことがございますので、その地域の中でこの人がちゃんと救

われるように、すごくいい機関だけれども、都内に一つしかないというような支援機関を、

理想的な機関を紹介しても現実的ではないものですから、先ほど言った、これが強みになり

ます。ここと最初からつながっていますので、関係者会議を本人の同意を得てここで地域の

支援者が集まってするということ、東京都さんも入って我々も入って行うというのをやりま

す。これが実現したケースが 12 自治体、だんだん増えてまいりました。17 回ぐらい開催す
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るわけです。そうしますと、私たちにもフィードバックがあります。つまり、その地域にど

れだけ、どの程度使える資源があるのかがわかってきますので、広域行政の中で支援を行う

私たちにとって、また東京都さんにとっても、それは対策を行うための具体的な資源の情報

というふうになるかと思います。 

  この形でつながっていくわけですけれども、現在、おかげさまで、 100 回ぐらい、いろい

ろ２名の相談員が行く地味な活動ですけれども、100 回ぐらい行えてきています。  

  それを皆様に分析した結果をお伝えしたいんですけれども、実際、いろいろありますけれ

ど、８割は５回の訪問でつながっているんですね。次の機会につながります。これは、想定

したよりも大きな、我々が最初５回行って 10 年ひきこもった人が本当に支援機関につなが

るのかというのは、私たち自身も実は困難だろうと思っていたんですけれども、いろいろな

形でやってきた結果、臨床心理士が２名で行って、５回、半年つき合う、半年から１年の間。

すると、その人の地域の中の良質な支援機関のどこかが受け皿になってつながるところまで

行くという現実もポジティブな要因として、希望を捨てないでやる価値はあるというふうに

思っていただきたいというのが本日の一つの皆様にお伝えしたいことです。 

  これから、当事者の特徴ということで、ひきこもり支援を求めに来た方々の特徴について

お話をしていきます。これは、深くはお見せできないんですけれども、地道にやっていくし

かございません。訪問支援は、全てテキストデータが保管されています。東京都と私どもと

が共有できるデータになっています。しかし、それを自動的に分析するシステムは当然ござ

いませんので、全てのデータを、記録を読み上げていく作業から始めました。そして、この

マトリックスが重要と思われる幾つかの項目です。この項目は、この１枚ではございません

で、総計 84 項目ございます。この 84 項目について、全て私ども専任の特任講師が３名おり

ますけれども、資格のあるそれなりの方々が読んで評定をして、その後、集計をとったとい

うことでございます。 

  例えば、性別、年齢、ひきこもりの時期、過去の相談歴、不登校経験、いじめられた経験

などなど、あるいは、家庭がひとり親家庭か、死別があるか、そういった細かいものですけ

れども、これらのものは自動的に項目をトップダウンで作ることが難しく、読みながら項目

を付加する。付加すると、もう一度戻って全部を見るというような対話的なデータの分析を

していった結果でございます。 

  その中で、性別や年齢というのはこのような特徴がございました。やはり訪問支援の申し
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込みも男性が多いというこれまでのいろいろな支援機関で言われている状況、あるいは、私

どものメール相談では相談の傾向等変わりませんでした。年齢なんですけれども、20 代が過

半数を占めるというふうに思っていただければと思います。 

  次に、相談の過程ということで見ますと、やはり私たちが訪問支援を伺った家庭は、ひと

り親家庭が 38.1％いました。ですので、経済的にすごくゆとりがあるところでぶらぶらして

いるというケースでは意外とないんですね。つまり、家庭にも支援が必要ないろいろな要因

が重なっている中で本人が出られないということがありますので、ひきこもりで困っている

人が相談していいんだという広報活動は、相手が見えないんですけれど、それこそテレビと

かいろいろな形でして気軽に行けるんだということを家族が知るチャンス、あるいは、働い

ている人でも最初のファーストコンタクトがとれる窓口の広報ですね。窓口を作って広報が

必要だと思います。ひきこもり相談窓口というのは、行政の窓口が開いている時間しかでき

ませんので、働いていてひとり親家庭の親が来ることは難しいわけですね。こういったこと

もメールで申し込みができるとか、そういうことも周知していく必要はあると思います。  

  それから、もう一つが、長期化したケースの話をずっと聞いていくと、メールも電話も感

じていたことだった。それをよく調べますと、７割以上が不登校経験者なんですね。つまり、

どういうことかというと、不登校が終わって学校期が終わったところから次の支援に乗っか

れなかった人というのは結構問題で、もしかしたら不登校が終わった学校期の人たちが３年

ぐらいたったときにどうなっていますかというフォローを、つまり、支援につながっている

のかどうかのフォローを手前の学校期の方からするということはすごく大きな支援の展開を

生むのではないかという感触を持っています。 

  また、もう一つが、個人の状況です。これまでもこの協議会でご議論があったと伺ってい

ますけれども、確かに、精神障害であるとか、発達障害であるとか、個人の持っている医療

機関へのコンタクトがあれば、もっと支援が充実するであろう方々というのはおられました。

ただ、およそ３割程度ということになります。ですので、個人的な要因と家族の要因、それ

から個人がどのようにして生きてきたかという時間軸を持った要因ですね。この三つを加味

してインテークで支援の方略を立てていくことは重要だろうというふうに思います。  

  そういう意味で、過去の相談歴、結局、どこにも行っていないで 10 年ずっといる人とい

うのは、案外と少ないのかもしれません。７割はみんなどこかに行っていて、そしてうちを

求めてきているということです。しかし、不幸なことにミスマッチが起こっているとか、あ
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るいは、家族の異動で転居があったりなどしてつながれないとか、つながることが下手な人

たちなので、次に変わるということはもっと大変だという状況がございました。 

  保健所や公的機関が 37％、医療機関が 35％ですので、一度は医療機関などにも行かれて

いるんですね。ですけれども、先ほどのご議論もありましたけれど、医療だけでつながらな

かった場合、そこがつなげられなくて落ちるということが見えてくるかと思います。  

  訪問支援の申し込みのきっかけ、じゃあどんなきっかけで私たちのところにいらしたんで

すかというようなことがもろもろ挙がっています。やはり必要だと感じるときには、本人た

ちの危機的な迫る状況、あるいは、例えば親が亡くなるとか、身近な人が大変なことになる

とか、そういう家族の中での切迫感というのがやはり支援を求める契機になっていますけれ

ども、そのときに手の届くところに情報があるということがやはり大事で、二つが一緒にな

らないと、当然ながら相談を求めてきませんので、広報紙とか講演会とか、そういうことに

よって知ったという方々がおられます。 

  ひきこもりは、当然ながら、一人で働かずに家にこもっていたら死んでしまいますので、

家族が、親がいるわけですね。ですので、家族の教育とか家族への広報というのはやはり現

実的で効果のある方法だろうと思います。 

  残りの半分の時間を訪問支援のケースについて割きたいんですけれども、これから三つの

ケースをお伝えいたします。三つを選んだことは、先ほどのマトリックスの分析からこうい

うことが見えてきたというように思えた二つのお話についてを三つの事例から言おうと思っ

ています。 

  この比較していく三つの事例のうち、ケース２と３は比較事例になりますけれども、両方

を持っているのがケース１だと思ってください。 

このケース１はどういうケースかというと、長期化している、ひきこもりの年数が 10 年、

そして 30 代、つまり、若者支援が後半でそろそろ終わらなくちゃいけなくなるような年齢

ですよね。この成人の人が就労を、当然、親は期待して求めて来られています。 

  家族の会話は非常にあって良好です。つまりそこだけ見ると良好です。しかし、一度大き

くぶつかっているようなことが何度か若いころにありましたので、波風を立てない平和なや

りとりが長く続いている家庭だというふうに思ってください。つまり、心配でしょうがない

けれど、語らなくて 10 年経っているような、そういう家族の事情。一緒に生きていくため

に選ばれている家族のダイナミズムというのがございます。 
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  中学校１年生の１学期から不登校になっています。そして、転校を繰り返して定時制高校

を何とか卒業されたケースです。お父様が、子供が 30 を過ぎたのを心配して相談に来られ

ました。 

  この良好な関係でいるために、家族のつながりを切らないために家族が話をしないまま、

子供だけが社会的には働く年になってしまうというプロセス、ある種の典型的な長期化する

タイプの経過をたどっておられました。 

  突っ込んだ話ができないので、当然、口を時々、３年に 1 回とか、ぱっと開くとわっと言

ってしまって、また貝になってしまう。すると、今度は５年間、貝のままというような悪循

環がありがちです。このケースの場合もそういう形でしたが、両親が既に定年退職をしてい

るということもきっかけになっておられるようでした。 

  私どもは、本人と話をしていくと、大人だけれど、やっぱり中学校からのやり直しが必要

な感じというのがあります。それを未成熟な何とか障害と呼ぶかどうかというのは横に置い

ておいて、この人のやり残してきたものがあるのに、31 で働けていないから働きなさいとい

うことはなかなか就労支援には結びつかない。本人が選べないし、やっていて意義を感じる

までには相当のサポートが要るということがあるんです。 

  ですので、外側に基準を作って、そこに当てはめなさいという支援はうまくいかない。こ

の人の場合は、まず、自分が何が好きか、どんなことならやってみられるか、そんなことを、

そこはすごく大事なことなんだといって聞いてくれる、そういう相談者と出会ったことが、

この人が居場所支援という中学校の人でも不登校支援というような形でいく、いわゆる居場

所支援というところで生き生きと語っている様子を見たということが大変印象的なケースで

した。 

  そして、こんなことで自信がつくのかというようなこと、つまり、３回ほど居場所支援で

居心地よく過ごしたことが、本人が次へ行ってみようという自信になっているということは、

私たちは一つの光として見ておくべきことだというふうに思っております。  

  このケースから見えたことというのは、まず、長期化していくときには、家族の中での、

家族が家族であるために長期化するという問題があったということと、ですので、親の困り

感が高くなかったと書いてあるのは、クエスチョンというふうに思ってください。本当に高

くなかったのかといったら、そうではない。平気だったという言い方をするけど、そうでは

ないとか、良好だったというのは、良好だったのかとクエスチョンがつくということでござ
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います。 

  次に、ではこの 10 年間の臨床を資源にした場合、その同じような状況で不登校からひき

こもりに入らんとしている方、20 代、つまり、30 歳マイナス 10 年のケースというのを見て

みたいと思います。 

  外枠の状況は、非常に類似性もあるような状況でした。この方は、子供も若くてひきこも

り年数も短いですけれども、不登校の状況は同じでした。彼は、このままの状態で何にも選

べない、何をしたらいいかわからない、このままではいけないとは思うけど、どうしたらい

いかわからないというようなお話でした。家族とは会話もあって、家事も手伝っていました

けれど、もうこの時点でどうするのと将来の話を言うと、かたく口をつぐんでしまうという

状況が見られました。恐らく先ほどのケース１もこういうときを何度か経て、一切語らなく

なってしまったんではないかと思われます。 

  私どもは、この口をつぐむ本人が、将来なんかわからない、それはそうだよね、でも今、

何をしたいか決めていいんだよ。今何をしたいかを話をしていいんだよというところから早

期支援につながったケースです。 

  この子は、ちゃんと居場所支援につながっていきました。ですので、30 代が居場所につな

がってもおかしくないということを支援者はまず持つことが必要ですし、20 代でももちろん

居場所支援でいいわけです。ステップを飛び越えさせたり、無理やり、年だからこうという

必要はないということです。 

  最後に、この次のケースです。ケース３は、30 代でしたけれども、不登校の経験がなかっ

たケースです。そして、ひきこもっているのは就労をちょっとしてからひきこもっているタ

イプの人です。このケースの場合は、５年前に１年間ほど働いたことがあったけれど、あと

はずっと家にいるということで、家族とは対話がありません。しかし、心の中の自立できな

いけれど分離ですね。自分がどう生きていくかについて考えていることは、先ほどのケース

１の方よりもずっと進んでいました。つまり、悩みの質と、その人のある発達過程が違うと

ころで同じような支援、この人は 30 歳でこうだからという外側の情報だけで適切だと思わ

れるものをぱっと選んでしまうというのは、お見合いでいけば情報のマッチングが悪い、き

めの粗い情報だけでマッチングを選んでしまうということになるかと思います。 

  この人の場合は、今、31 歳ですが間に合いますかね、気がついたら５年たっちゃいました

なんて、割とけろっとしておっしゃっていたんですけれども、相談員と打ち解けてくると、
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先行き不安とか、もう一回就職しなければということを語られましたので、本人が家にいる

うちにだんだん膨れ上がる不安の妄想的な考えというのをできるだけ抑えてあげながら就労

支援につながっていったケースになります。 

  この人がわかったことは、自分の言うことをちゃんと耳を傾けて聞いてくれて、ある程度、

自分のできなさを認められている機関があるようなところなら、自分はまだ働けるというふ

うに思われました。この自分には居場所があると思うのと、自分にはまだ働けると思う感覚

では支援の仕方を変えなければいけないのは当然なんですけれど、窓口に来るときに年齢と

働きたいとかいうだけしかありませんので、ここを入り口支援のところでどれだけ丁寧に聞

くかが、その後のケースの成功に、成否に関わってくるということだろうと思います。 

  では、最後に、少し今のケースをもう一度集約した形の図表でまとめておきたいんですけ

れども、不登校経験あり、なしというのは最初からわかるわけではありません。窓口のとこ

ろでは、ここだけで来るわけです。ですけれども、その方々の、先ほど言ったように、過去

経験を聞いて、どのようにしてここに至ってきたのかを聞くことによって、立ちどまって耳

を傾けるべき幾つかの、今回は不登校を取り出していますけれども、ポイントがあります。

それによっていきなり就労につながなくても、居場所支援につなげながら就労へ上げていく

という形もあり得るでしょうし、若い人なら居場所支援をしながら何か学びをもう一つやっ

ていきたいという方もおられます。 

このように、今回、私たちがマトリックスで一つ分かったことを皆さんにお伝えすること

は、過去経験の有無というのを考慮することによっても支援のスキルを上げるチャンスがあ

ったということです。つまずいたところに戻るという、逆に言うと学校期の区切りで支援が

見えなくなって迷子になってしまったケースというようなことを再び学校と地域のチーム支

援というところを手厚くしておくと、生涯発達的な支援としてひきこもりをネットワークの

中で見守って回復していく力を東京都は上げられる潜在力があるのではないか、そういうふ

うに考えます。 

  これからサポートネットの支援が見えてきたことは、以上のようなことでございます。１

点目は様々な訪問、メール、相談、電話支援から見えてきたことです。いろいろな要因があ

って、家族が良好であるとか、相談意欲があるとか、支援機関の情報が必要なときにうまく

入るとか、いろいろな要因があって、それらの要因一つでも肯定することができて、こちら

にいらっしゃったときにはかなり大きな変化が期待できるということ。それから、今回のよ
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うに本人や家族の状況に応じた支援をどのようにするかということにおいては、私たちの経

験をきちんと分析して、そして、それを支援者同士が共有していくような支援者のシステム

ですね。というのがまだまだ未知な部分の多い領域ですので必要ではないかということが言

えるかと思います。 

  少し時間をオーバーしたかもしれません。駆け足でしたけれども、発表は以上でございま

す。ご清聴ありがとうございました。 

○部会長 どうも青木様、ありがとうございました。 

  確認なんですけれども、このひきこもり当事者の数値というのは、マトリックスの 44 例

を整理した、44 例かな、ちょっと今ぱっと数えたときに。 

○青木講師 98 ケースです。すみません。スライドには１枚しか写せなかったという形。 

○部会長 そうなんですね。じゃあ 98 ケース。これは、そうすると、2014 年からの 98 ケー

スについて、こういうデータがあるという、はい、わかりました。どうもありがとうござい

ました。 

  お二人のご講演を承りまして大変勉強になったと思います。この後、ご意見、ご質問を受

け付けていきたいと思いますけれども、発達障害の問題も大分触れられておりましたので、

今日はせっかく発達障害者支援センターの山崎さんにも来ていただいていますので、まず、

そちらからご意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。  

○山崎センター長 発達障害者支援センターの山崎です。よろしくお願いいたします。  

  今、お二方のご報告を拝聴させていただいて、共感できる部分が多くて、そうだ、そうだ

と思いながらお伺いをしておりました。 

  幾つか気づいた点を申し上げます。最初に生きづらさを感じて相談に行くが繋がらない、

繋がることが下手な人たちという話しがありました。発達障害のある方は、どう相談したら

よいか分からない、相談することに苦手さを感じている方が多いように思います。担当者が

そのことを理解し対応することが重要です。つまり担当者が発達障害と視点から相談に対応

する事が求められていると思います。また発達障害の方は、非常に緊張して相談に訪れる事

も知って対応していただけると安心して相談できるのでと思います。  

  ２番目としては、先ほど警察の方からの話がありましたが、事例でも触法、少年院からの

出院という報告がありましたが、地域移行の問題があります。私どものセンターにも少年院

に収監されていた方の保護者からの相談があります。来所される保護者の多くは、鑑別所で
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判定され指導される際、担当者から発達障害の可能性があるのでセンターに相談するよう助

言されて、或いは保護監察官から助言されてセンターに来所されます。保護者が発達障害と

か子供の状態を理解がなかなかできなくて、つながらないという話がありましたが、司法関

係者が発達障害の視点を持つことで専門機関に繋がりやすくなるケースがあることをと申し

上げます。 

  さらに地域移行に関わるセンターの取組をご紹介します。地方の少年院の担当者から、東

京が居住地の少年が出院するが、東京の支援状況が分からないので協力してほしいという相

談が増えてきております。センターでは、地域と連絡・連携しながら出院する前に、司法、

保健、福祉等の関係者が参加する支援会議をコーディネートしております。出院前でそれぞ

れの機関の役割を明確化し、どのように関わっていくか等を検討しております。出院後も必

要な場合は支援会議を持つなど関係機関が連携して地域での自立に向けて支援しております。 

以上の事例では少年院の担当者に発達障害の視点から本人を理解する態度があったからこの

ような連携・ネットワークが構築できたと感じております。 

  ３番目としてひきこもりとの関係ですが、センターにもひきこもりの方のご家族から相談

がかなりあります。ひきこもりの状況として、先ほど青木先生の話にあった平穏に過ごして

いるひきこもっている生活が常態化し長期化していく場合と、親子関係が悪化し暴言・暴力

が頻発していおり、家族も怯え疲弊している状態があります。前者ですと居場所支援の方向

で支援が進むことになりますが、後者の場合ですと本人は来所なさらない場合は家族への取

組を通して本人を支援していくことになります。家族に本人の言動を発達障害の観点から説

明し本人の生きづらさを理解していただき実現可能な対応の仕方について家族と共に検討し

ていきます。家族の対応が変わることで本人の気持も変化し言動も変わり家族との関係も改

善の方向に向かうようで、家族支援の重要性を感じております。さらに発達障害の若者支援

では、年齢からその人を見るんじゃなくて、発達的な視点から理解することが必要で、そう

いう観点からも捉えた上での家族へアドバイスすることが重要であることを付け加えさせて

いただきます。いずれにせよひきこもりへの支援はなかなか難しいのですが、息の長いアプ

ローチが必要であると実感しております。簡単ですけど以上です。  

 

○部会長 どうもありがとうございました。 

  最後に出てまいりました、家族支援も含めてこれから意見交換をさせていただこうという
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ふうに思っておりますが、ちょっと時間が押し気味になっておりまして、多少伸びてもよろ

しければいいでしょうか。５分か 10 分延長させていただけるならばお昼休み、申し訳あり

ませんが、少し議論を予定に合わせていきたいと思います。 

  それでは、今のお話にありました、ご講演の中身あるいは、また先ほどの支援センターの

方からのお話も含めて、これに対して何か気になる点、ご意見、特に相談につながったきっ

かけとか、こういうような問題は３名の方よく御存じところかと思いますし、またいろいろ

ご指摘がありましたけども、いろんな特徴のある若者がやってくる。先ほど相談の仕方がわ

からないということなんですが、私もたくさん若者にインタビューをするのでよくわかるん

ですけど、コミュニケーションがどうしても相手に合わせるのが苦手なものですから、困難

になっちゃっているということ。社会学者にとってはこんなに泣かされるインタビュー相手

はいないという。こちらの質問に答えてくれないということになるわけですから。困っちゃ

うんですけど、例えばそういうコミュニケーションの問題のことかなというふうに思います。

そういったことですね。あるいは、ご家族もむしろ、お子さんと同じようにいろいろな課題

を抱えている場合もあるという。あるいは連携ですね。ここは特に今回、重要だと思うんで

す。関係機関と連携というようなこと、こういったような点、どうぞ。何でも結構ですので、

ご発言、あるいは場合によってはご質問をいただければと思いますが、委員の皆様はいかか

がでございましょうか。 

○坪井委員 最初、若ナビαの先ほどの開始をされてから、相談件数どのくらいなのかちょっ

と教えていただけますか。母数を。 

○奈和良講師 延べになりますが、月の件数が 600 以上ありますので、10 カ月で計算をしまし

て、約 6,000 件、電話、メール、来所を含めまして相談があります。 

○若年者対策担当課長 事務局の方から追加なんですけども今年度はそういう状況で、例えば

昨年度が 4,560 件ということで、今年度は既にその件数を上回っていますので、かなり昨年

度よりも件数が伸びているという状況がございます。 

○部会長 それをカウントするときは、基本的にそのメールとか電話も延べで数えるというこ

と。そうではなくて、今の来所者の数になっているかな。 

○奈和良講師 相談全体の母数です。実際に月次で報告させていただく場合には、各項目別に

数字を挙げております。 

○部会長 例えば、電話を何回もかけて来たときは、それはあくまで１なんですかね。  
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○奈和良講師 その場合は、10 回かけてくれば、10 で計算します。延べですね。 

○部会長 10 でカウントをする。わかりました。 

  そうすると、6,000 件といっても実際の人の数とかを考えるとかなり異なっているのかな

――。 

○奈和良講師 実数ではないですね。頻回の方は毎日かけていらっしゃいます。 

○部会長 なるほど。ということになりますがよろしいでしょうか。 

○坪井委員 相談者数としてはわかりますか。どのくらいの相談者がいるのかですね。  

○若年者対策担当課長 新規の方ということでは、電話とメールと来所相談を含めまして、現

時点ですと約 1,000 人ぐらいの方が新規相談ということで、実数になっていると思います。  

○部会長 ということで、ちょっと実数のところも確認をさせていただいて。だから、すごく

頻繁の人もいるし、たまにの人もいるので延べ人数と相談者数は相関はしていないと思われ

ますよね。 

  そのようなことで、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○土井委員 すみません。私も単純な質問で恐縮なんですが、まず奈和良様の方で、相談者の

特徴の②のところで、主訴の半数が自分自身ということなっているんですが、この仕事関係

でもない、対人関係でもない自分自身というものの中身がちょっとイメージが湧きにくいの

で、具体的にどういう主訴なのかお伺いさせていただければと思います。  

  それから二つ目、これは奈和良様と青木様と両方に関わるのですけれども、先ほど相談に

来たきっかけのお話がありましたが、例えば奈和良様の方では、相談の特徴の③のところ見

ますと、先ほど説明でもありましたが、インターネットがきっかけというようなものが半数

近くを占めていらっしゃるわけですね。青木さんの方でも最初、来所ではない、メール相談

の場合はネットというものが大きいというふうに伺ったと思いますけれども、このネットが

きっかけというのは、こちら側としては結構待っているもの、例えばブログとかあるいはウ

エブページなんかで待っているところに来るのか、あるいはこちら側、例えばＳＮＳを使っ

たりとか、ツイッターなどを使ったりして、何か発信をしていて、そこにひっかかって来る

のか、ちょっとなかなか待っているだけだと難しいという話を聞くので、積極的にネットを

使ってセンターの方からも発信をしていらっしゃるのかどうかをお伺いをしてみたいと思い

ます。 
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○部会長 では、２点。まず、主訴の方からいきましょうか。 

○奈和良講師 では、自分自身の悩みの内容ですが、自分自身、要は自分の健康状態ですね。

また、若ナビでは主訴が何だかはっきりしない、もやもやとした悩みも多くございます。 

  後は、資料に挙がっています、仕事関係とか、対人という具体的な他者との関係の中で、

自分自身に困っている悩みというか、自分の弱いところとか、そういった内面の悩みが大変

多いかと思います。 

○部会長 不登校の子供達は不定愁訴から入っていくというのはよく言われることで、具体的

に何か嫌いな人がいるとか、先生との関係に困ったっていうんじゃなくて、おなかが痛いと

か毎日憂うつだとか、そういうことが言いやすいということが言われますけど、似ていると

考えてよろしいでしょうかね。不定愁訴から入ってくる。 

  そういうことが全部じゃないけど、まず入り口として言いやすいってことが多いかと思わ

れますけどね。 

○奈和良講師 そうですね。そういったところで、お話をゆっくりお聴きして、こちらを信頼

してくださると、本来の主訴が出て来るといったことがございます。 

○部会長 ウエブ情報の発信についてはいかがでしょうか。 

○奈和良講師 そうですね。インターネットからのアクセスが多いというのは、東京都の方で

ウエブ広告をしていただいていますので、そういったところの反響です。「若者」「相談」と

入れますとインターネットの検索のトップに出て来るといったこともありまして、東京都外

からも結構ＨＰへのアクセスやご相談が入って来ます。 

○若年者対策担当課長 補足いたしますと、若ナビの方はインターネットの広報ということで

は、ウエブ広告ということでやっておりまして、特に今年度はスマホ版ということで、スマ

ホでも、広告を出すというところが効果があったというふうに考えております。 

○部会長 サポートネットも続けてお願いします。 

○青木講師 サポートネットの方はどうですか。こちらから発信ということについて、それほ

どありますか。 

○若年者対策担当課長 広報につきましては、ホームページがございますが、あとはリーフレ

ットを作成しておりまして、こちらの方は区市町村をはじめ、関係機関、あとは親御さんが

立ち寄る可能性の高い場所ということで、例えば図書館とか、区市町村の施設等、そういう

ところに配布をしましたりとか、あとは親御さん向けの講演会というのも年に１回行ってお
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りまして、そういうところでもサポートネットとかひきこもり支援を行っている民間団体に

ついてＰＲも行っております。 

○部会長 そういった情報のインフラ部分というんですかね、こういったようなものは大分東

京都が後押しをしてくださっていると思いますし、またきっと土井先生もそういうことをお

考えにあったと思うんですが、そういったものがあると行きやすいとか、関わりやすいとい

うことがあるかなという気がしますが、いかがでしょうか。 

  ちなみに、不登校の子供たち自身が東京シューレという団体で自分の不登校経験を映像化

したビデオがあるんですが、その中でも不登校だなって自分で思った人たちがネットで検索

をかけるというシーンが出て来るんですけど、やはり前と違いまして、いじめとか不登校は

学校生活と切っても切れなくなってしまった。これはいいこと思いませんけれども、切れな

くなって本人たちもその問題と背中合わせで生きている感覚を持つということになっている。

今ちょっと実態が変わっているところかなというふうに思うところがあります。  

  じゃあ、他にいかがですか。土井先生、大丈夫ですか（土井先生、うなずく）。 

○村上委員 よろしいですか。ひきこもり関係で、資料３で５ページなんですけれども、私、

後ろから見て、ちょっと不思議に思うことがあったので、質問をさせてもらいたいのですが、

下の方の訪問支援申し込み前の相談歴ということで、過去の相談歴が大変多いなというふう

に私は感じるんですね。今までの方が過去に相談をしていて、なおかつまた今回ということ

になると、過去の相談のときに要はうまくいかなかったのかなという感じるんですが、その

中で医療機関と公的機関、合わせると 70％、７割を超えているという、そういうところでの

対応というものについて、もし、何かこんなようなことでだめだったんですよみたいな、何

か過去の相談でうまくいかなかったような、こういうふうに聞いていますとかいうのがあっ

たらちょっと教えてもらいたいなと思うんです。これだけの過去に相談歴があればですね、

早期に相談をしているんだと。なおかつ、それでまだ相談しなきゃいけないような状態、ひ

きこもりになってしまったということなんだろうなというふうに思うんですが、それで、も

しわかる範囲で今、現在わかる範囲でお願いをしたいと思うのですが。  

○青木講師 大体きっかけは、相手が言ったことが自分の意に添わなかったということなんで

すね。彼らは抗議しないでやめるという形をとってしまうので、事実上もめることもないで

すけど、話を聞いてもらった感じがしなかったとか。本人の中で、何かある回のあるセッシ

ョンがうまくいかない感じがあると、もう来ないというような形なので、もう一歩どうだっ
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たというふうに相手が言ってくれたら繋がり直せるチャンスは幾つかある再生可能な、蘇生

可能なというか。でも、それがなかなか相談の構造からは自分が足を運んで相談を受けると

いうスタイルでは任意の相談機関では難しいというのが現状でございます。 

○村上委員 本人の責任もあるけれども、もう一歩突っ込んで、やっていればもうちょっと変

わっていたんじゃないか。 

○青木講師 それがひきこもりの特性だと、我々がこう理解する必要があるかもしれないです

ね。 

○部会長 よろしいでしょうかね。ちょっと、今の話の確認なんですけども、これは親御さん

が相談機関に連れて行っているようなことが多いんでしょうかね。その７割の人たちは。  

○青木講師 そうです。ご両親が連れて行っているケースの方が多いと思いますけれども、ご

両親だけのも入っている。だから、本人がこないから結局そこから先に行かなかった場合も

入っています。 

○部会長 ということは、本人は全く関係なしに親御さんが相談だけに行った場合もカウント

されちゃうということですかね。 

○青木講師 そうですね。今、この集計はそうです。ご本人が行ったかどうかというのは、集

計はまた別になるかと思います。 

○部会長 ここ難しいところですよね。親御さんは心配ですから、いろいろ相談に行っちゃう

し、一つ行ったらうまくいかないからまた別のところに行くというようなこともあったりと

か、その数が出てきちゃっているということ。ですから、本人には何の影響もないという場

合もあるということですよね。この辺ね。 

  どうでしょうか。はい。 

○土井委員 今、本人が下がっちゃうという話が多かったんですけど、先ほど山崎様の方で、

本人が相談の仕方がわからないということをおっしゃっていたんですが、その中身が今、お

っしゃったようなことなんでしょうか。ちょっと、相談の仕方がわからないというところが

事例がよくわからなかったので、ちょっとお伺いをしたいのですが。  

○山崎センター長 私が申し上げたのはやはり、発達障害というところの特性との関係で、や

はり発達障害の方って人につながってきたとか、人にわかってもらえたとか、そういう経験

を持つということが非常に少ない方、なかなか分かってもらえないという、人に対してのそ

ういう気持ちというのは持っている方が結構多いんですね。さらに、やはり特性というとこ
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ろで、人に対してものを聞くというときの聞き方ですとか、社会的な通念ですとか常識とか

そういうことを知らなかったり、よくその場の空気を読むということはありますけれども、

そういうところが読めなかったりする場合が多いんですね。ですから、そういうところでも

のを発信していきますと、受け手としては何だろうという感じになってしまう。  

  ですから、やはり一般社会では状況を見て相談をしたりいろいろするわけですけれども、

そこがうまくできない人たち。やはり特性との関係でとらえていただければと思います。  

○部会長 ですから、親御さんが連れて行っても、そういうふうになってしまう場合も多い、

少なくないということがあり得るということですね。つまり、だから相談のところに行って

もなかなか相談の場に立てないということですかね。今のお話はね。  

○山崎センター長 相談の場に行ったとしても相談の場に立てない。本人が言ったときもそう

ですし、やはりご家族が行ったときにもご家族の大変さをなかなか分かってもらえないとい

うような印象を持ってしまいがち。 

○部会長 それが発達障害だと言えれば、また発達障害の援助の方向に行くでしょうけど、疑

いでしょうから、ほとんど 99％疑いだろうと思うんですけど、私なんか見ていると。疑いで

すから、さらに難しくなるわけですよね。 

○青木講師 私どもメール相談と電話相談は匿名のものなんですけれど、その人が相談機関に

行って、相談のセットに入ってからの支援の方が重要で、次の回に何て言ったらいいかとい

うことを我々と相談をして、それで行っているというようなことがあります。 

  だから、相談機関に来た後、次の会に来るまでの間のサポートというのを相談活動がうま

くいくまでは必要になると思います。 

○部会長 はい、どうぞ。 

○井利委員 すごくためになるお話ありがとうございます。 

  波風が立たない、平和な関わりで 10 年続いてしまうという家族、それが実は非常に多く

て、多分その間にもしかしたらちょっと相談に行ったのかもしれない。行ったんですけども、

その初期の対応でうまくいかなくってそして、だめだというふうになって、その後何か波風

が立たないようにあっという間に 10 年たってしまったというケースが非常に多くて、やは

りそういう、そこの家族支援といったものを、どういうふうにその家族に対してしていけば

いいのかなと非常に悩むところが一つあるかなと思って、そこら辺をまずお聞きしたいなと

いうことと、それから実は、青木先生のところから当支援機関の居場所につながった事例が
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ありまして、ちょっとだけお話をしたいなと思っているんですけれども、やはり彼にもし、

すぐに就労支援に行きなさいというふうに言ったら、多分そこで切れてしまっただろうと。

その方の場合はやはり、居場所というところがまず必要だところの見立てをしていただいて、

そして、居場所につながって、今、居場所ずっと通ってきていらっしゃるんですけれども、

サッカー部に入っていまして、ゴールキーパーをやっているんですけど、だんだんサッカー

部でやっているうちに実は、その体重が 20 キロ落ちて、今、ものすごくかっこいい男の子

に変身しておりまして、その中で自分がやりたいことを今、やっている。まさに、青春がな

かった方がやりたいことをやって、そして仲間が出てきてという中で、今、中間的就労も少

しやっているんですけども、それからやはり就労に行くんだろうと、その彼のペースを守っ

てあげるということは非常に大事だし、最初のそうしたじゃあどこなのかというところの見

立てをしてくださったところが、連携をさせていただいておりますので、すごくよかったか

なというふうに思っておりますので、ありがとうございます。  

○部会長 いろんな支援の形が必要だということかと思いますよね。居場所支援というのは。

河野さん、いかがですか。 

○河野委員 我々がやっている支援と被っているところがあるなという印象で、最初の見立て

はすごく重要だと思います。先ほど医療機関、公的機関、相談に行ったけどつながっていな

いというのは、そこら辺の中のミスマッチが起こってしまっているんだろうなというふうに

感じています。ひきこもりの方が平穏に暮らして 10 年 20 年、そういうケースが本当に多く

て、その構造というのは何回か前の回でお話をさせてもらったんですけど、ある種の家族の

中、家庭中に共依存関係ができ上がってしまってというのが、根っことしては一番大きい問

題だというふうに思っています。先ほどの年齢的な問題ですが、ある 40 歳の方なんかは、

中学から不登校がずっと続いてそのままひきこもっていました。40 歳になりアウトリーチし

出会って見ると、40 歳なんですけど、話している感覚は 10 代の子と話しているような、そ

こだけ切り取ってみると、発達障害があるんじゃないかとか、非常に見立ても困難になって

いきます。最初の部分でブランクの部分を考慮しないで見立てていってしまえば、発達障害

であるとか、精神の問題があるとなると医療とか福祉の方へ行ってしまいます。そうなって

しまうと、ご本人の力を伸ばすということがすごく難しくなっていってしまい、消極的な支

援になっていってしまうので、幅の広い対応が必要かなというふうに見ています。  

  もう一つ、困り感のない親御さん。困り感がないのは今日だけで見ていて困り感がないだ
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と思うんです。当事者の方々も長期的に考えればこのままではいけないというのは恐らく感

じていると思います。本当は早期に発見していくためには、家庭内に出来上がった平和があ

る種の偽りである、あるいはその平和を続けた結果というのが 10 年後 20 年後に大きな問題

になる認識をどう持たせるかが重要になります。大概は親御さんが定年をする前後、その辺

のところで焦りが出てきます。でもそのときは 10 年、15 年の大きなブランクがご本人がで

き上がっているケースが多いので、そこからだとご本人のやる気なんかも弱くなってしまう

ので、親御さんの方にもそういう待つことのリスクというのがあるんだというのを、どう周

知をしていって、それが家族会であったりとかそういう機会、セミナーみたいな機会を作る

のもいいと思うんですけど、周知をしていかないと最終的には誰も支える人がいなくなって、

支えがご本人たちというのはいろんな問題が起こってきてしまうだろうなと考えます。例え

が悪いんですけど、今、そういう状況の方が日本中に地雷原のようにうずもれてしまってい

るという、そこを掘り下げる作業というのが今後、鍵になってくるかなというふうに考えて

います。 

○部会長 まだまだたくさんご意見がありそうなんですけども、非常に複雑で難しい問題だと

いうことがまず、とにかくありまして、わかってきていったなというように思いました。ま

た私、ずっとお聞きしながら思っていたんですけど、私もいろいろ調査をさせていただきな

がら出会う中で、親御さんは自分がやったいろんな育て方の問題があってこうなったんじゃ

ないかというご心配も持つので、支援を得ることと過失してしまった過去とが背中合わせだ

という難しさを持っているかなというふうにも思いますね。ここは何か普通に支援をすれば

よいという、単純な問題ではきっとないところで――。皆さんうなずいておられるので、当

事者をご覧なっている方々ですから、こういったことも含めた支援の在り方を考えなきゃな

らないのかなという気がいたします。 

  申し訳ないのですが、ちょっと時間が押してしまいましたので、今回はいろんな相談事業

の支援状況についてご講演をお二人の先生からいただきましたし、またオブザーバーの山崎

センター長からも貴重なお話をいただきました。 

  まずは、相談支援の課題と対応についての意見交換を行いましたので、この後、次第の４

にございますような、これに基づいて意見具申をしていかなきゃいけません。今後の進め方

について事務局からご説明をいただいて、この具申について何か根本的な、基本的な質問が

ありましたらいただいて、あとはメール等も含めたご意見の聴取というような流れになるか
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と思いますので、そういった形で進めていきたいと思います。そういうことで、ここから事

務局のご説明をお願いをしたいのですがよろしいでしょうか。 

○青少年課長 それでは資料４を、意見具申に向けた今後の進め方についてという、こちらの

ペーパーをご覧ください。 

  まず、今後のスケジュールについてご説明いたします。 

  本年４月以降に、これまでの審議を踏まえた論点整理を行っていきまして、４月に意見具

申という形でまとめていただく予定でございます。また、意見具申のまとめ方につきまして

は、この２のところにあります、意見具申のイメージ（案）の下線部あるように、相談者の

視点から支援が必要であるが、支援の必要性を認識していない若者やその家族。そして、支

援の必要性は認識しているが、どの機関に相談をしたらいいかわからない若者やその家族、

そして、相談したが、適切な支援機関へつながらない若者やその家族という三つの場合に分

けて対応策をまとめるというところを考えているところでございます。 

○部会長 ということで、この資料４をもう一回見ていただくと、このような骨組みが現在用

意されているというふうに考えているということだと思います。  

  何か、この部分を特に見てご質問がありましたらそこだけ。あくまでもまだ、見てもわか

るとおり骨組みでして、このように肉づけをしていかなくてはいけないということかと思い

ます。また、今日、いろいろお話がありましたように、例えば、もしかしたらネットのアプ

リとかを作って、相談を促進した方がいいのかなとか、いろんなアイデアがあるかなという

気もしますし、例えば、家族の方にとっての敷居を下げていくような支援の在り方を工夫を

するというようなこともいるのかなとか、思ったりもします。  

  ですから、こういったこと、これを見ていただいて、またご意見をいただかなきゃいけな

いと思いますが、まずはご質問とかございましたらいかがでしょうか、大丈夫ですか。  

○土井委員 すみません。一つ、私もよくわからないので、皆様方のご意見をお伺いしたいの

ですけど、先来から、要は不登校という問題は問題ではないという話はされてきていると思

います。それは、確かにそういう態度は必要だと思いますが、同時に今日のお話にもありま

したように、やはりひきこもりの入り口として、これだけ大きい割合で不登校という問題が

浮かび上がってくるときに、この不登校という問題を私たちはどのように位置づけたらよい

だろうかというのは、やはり私、気になるんですね。それは当然、誰にも起こり得る問題で

はあるのだから、問題ではないというスタンスなのか、しかしやはりこれだけひきこもりの
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長期化の入り口として、大きい割合を占めている以上、やはりこれは何らかの入り口の問題

ですから、ここはやっぱり何らかの対策というものをやっぱり考えるべきであるのか、私は

よくわからないのですが、皆様方がどのようにお考えなのかなとちょっとお伺いをしてみた

いと思います。 

○部会長 いかがでしょう。私の研究上も関係するところあるので、ちょっとだけなんですが、

つまりどんな問題の立て方をするかで支援の在り方が変わってしまうかなというふうにお聞

きしながら思いました。今、不登校というのがありました。こういったことになってくると

また、違うところで支援部署があったり、やっていくことがあるかと思いますし、また、お

話を聞きながら思ったんですけど、不登校って、さっきのひきこもりとのつながりで見ると、

何か継続的に不登校な人たちばかりがイメージされちゃうかと思うんですけど、多くの研究

が言っているのは、不登校は不連続型であって、不登校になったりまた出てきたりという―

―皆さんうなずいているので間違いないと思うんですが、そういう波を打つというのが一般

的で、ずっと行かないお子さんというのは実は非常に少数なのではないかと言われているわ

けですね。 

  ですから、きっかけにはなっているのでしょうけど、ひきこもりを果たしてその延長と見

ていいかということも一つあるということと、それから、これは内閣府で私が協力して調査

（内閣府『平成 28 年度子供若者の意識に関する調査報告書』）をしたので非常に驚かされた

のですが、20 代後半までの人たちが、いろんな悩みごとを語ったり話をする相手を見つける

ときの主たる他者が、ほとんど学校時代の友達に依拠しちゃっているという事実があるんで

す。つまり、いろんな話をするのを、家族を除いてと言うと、高校とか大学まで含めて、い

わゆる学校で出会った友達というものの比率が非常に高くなり、職場の人というのが減って

しまうんですね。職場というのがすごく少なくなってしまうというデータになっていまして、

この辺はもちろん 20 代の後半だからかもしれないですけど、学校にもう一つの異なる対人

関係機能があるのかもしれないので、今みたいなことが、ひきこもりの方にとっては結構大

変な問題を生んでいるかもしれませんね。 

○土井委員 すみません。今、申し上げたのはその点が私は気になっていたからなんですが、

今日は例えば、発達障害の問題がかなりクローズアップされたと思いますけれども、あくま

でも私の理解ですけども、学校の在り方が結構昔と変わってきていて、昔のようにいわゆる

管理主義が強かった時代は、むしろ発達障害のお子さんたちというのは、そんなに生きづら
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くなかったんじゃないかと思うんですね。むしろ、管理主義が弱まってきている中で言えば、

個人でお互いに相手の心をモニタリングしなきゃいけないような時代になってきているがゆ

えに、むしろ今日の学校の方が発達障害を抱えているお子さんにとっては、非常に生きづら

い空間になってきているのではないかというふうに私は思っているんですね。そうすると、

やっぱりここから対応をしていかないと、この問題というのは難しんじゃないかなと。 

○部会長 ということで、どの辺から支援の入り口をつけるかというところにも議論があるか

と思うんですけれども、今、土井先生がお話をいただいたようなこと。 

○坪井委員 議論の進め方についてなんですけれど、恐らく不登校について、あるいは発達障

害について、ひきこもりについてというそういう課題ごとですと、ものすごく大変大きなテ

ーマになり、それぞれの支援の方法をここで全部構築するというのは多分、ここのテーマと

しては、部会としては無理なんだろうというふうに思っていまして、私が認識しているここ

の部会のテーマとしては、やはり様々な困難を抱えた子供たちが相談機関につながるために

一体、東京都が何ができるのだとか、あるいは東京都が中心になって市区町村、それから民

間団体が何ができるんだろうかという、この制度構築、仕組み作り、そこに焦点を当てない

と膨大な作業になってしまうのではないかというのはまず思っております。  

  それで、事務局が作られた第２の部分に１、２、３というこのくくりがいいかどうかとい

うことはあるかもしれないんですが、今までの議論を積み重ねっていった上で、この１、２、

３ということで、考えていくという方法は一つの切り口として、いいんじゃないかというふ

うに思っています。 

  先んじてとしても、たたき台になるような形でどんなことが、それぞれにあり得るかとい

うことの例えば、たたき台として、私が今まで考えていたのをちょっとお話をしてもいいで

すかね。 

  まず、支援が必要であるが、支援の必要性を認識していない若者やその家族をどう支援す

るかという点に関して言うならば本当に情報提供と啓発というのを綿密にやっていくしかな

いんですよね。現在、若者がこんなに困難を抱えているんだということを先ほどの行方不明

者の問題もそうだし、どんだけ相談が来ているかということやどんなことを悩んでいるかと

いうこと自体、ここの会議に参加して私、専門の場にいらっしゃる方に相当教えられたわけ

です。ここの会議にいない一般の民間の方やあるいは行政機関の方は、本当に御存じないは

ずなんですね。だから、そういった意味で様々な困難を抱える若者が、特に 20 代を中心に
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こんなにいるんですよということの情報の提供、そしてその子供たちの支援が今、こんなふ

うにあるんですよといった、まずそれの情報提供をして、啓発活動というのをこれを学校現

場、それから地域。もちろん、行政機関自身が知らなきゃいけないと思うんですよ区市町村

自身が知らなきゃいけない。そういったところの啓発がまず第一番、とても大事だろうなと

いうふうに思っています。 

  その中で、自分はもしかしたら支援してもらえる側にいたのか、この生きづらさは、って

感じてくれればすごくありがたいし、これが一番ですね。 

  ２番は、どういう機関に相談をしたらいいかわからない方たちにとって、そのやはりさっ

き、若ナビの件数が欲しかったのは、どのくらいアクセスがあったんだろうこの１年で広報

をしただけでと思ったんですけど、ネットで、結構なアクセスがやっぱりありますよね。市

区町村がそれだけの窓口をみんな作って、ネットで広報をし、まずは認識がないとだめです

よ。市区町村の人たちが自分たちの仕事なんだとわかなきゃいけないんだけど、その上でそ

の認識を持って相談に応じますよということが言える、そのためには若ナビが持っている情

報源を全ての市区町村が持たないとだめなわけなんだけど、そういう東京都からの構築とい

うのがあって、あらゆる情報が、これだけの相談機関があるんだと、情報を市区町村が皆持

った上で窓口を開いて、自分たちがやるという。こういう相談窓口が作られるということが

なしには、ここはできないと思うんですよ。それは東京都がやるべきことだし、市区町村が

やるべきこととして、非常に大きな意味があって、まずどこの相談機関に相談したらいいか

わからなければ、その窓口に行って、そこでどこにつながるかを相談しようという、そうい

う体制の作り方というのが一つ大きいことだと思います。 

  その前にすごく大事なのは、最初の相談で先ほどありましたように、聞いてもらえなかっ

たということで、あきらめちゃう人がどんなに多いか。子供、若者は本当にそうなんです。

最初の相談で、一遍自分が聞いてもらえなかったと思ったら次の相談に行かないんですよ。

それくらい、困難を抱えている人たちの最初の相談が重要だということが窓口の人たちが認

識するというのはとっても大事で、だから窓口の人が認識しつつ、かつ、相談している人た

ちには１回であきらめないでという広報をし続けていただくしかないなと思っているんです

けど、これがまず２番で、とても大事だなと思っています。 

  ３番目についてはですね、これはもう実感としては代弁者、通訳が必要なんです。何度も

言っているんですけど、困難を抱えている人たちが相談窓口で自分の抱えているものをぱっ
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と話せるか、話せないのですね。その場合に信頼できる、通訳が一緒に行ってくれることが

とても大事で、そのためにどういう通訳が、どういう人たちがやるかというと、顔の見える、

信頼ができる通訳が必要なわけです。そうすると、長期その人と近来関係を持っていた人が

通訳をしてあげられる体制が欲しい。そうなると例えば、学校のスクールソーシャルワーカ

ーとして学校時代から知っていた人、あるいは施設の施設コーディネーターや施設の職員や

あるいは医療機関、ＭＳＷでそうした話を聞いてきてこの人の特性を知っている人。その人

が解決策を知らなくてもいいんです。その人が、この相談窓口に一緒に行ってあげて、この

人はこういう障害特性を持っていて、こういうふうにしか表現ができないんだけど、この人

が言いたいのはこういうことなんです、この人が支援できる機関はどこにありますかねとい

う、この通訳をやってもらえる人を育てる、そのためには学校や医療機関や施設が、その子

たちのアフターケアとしてそこまでやれる通訳にならなくちゃできないんだと。その通訳が

いて、初めて相談機関につながるだろうというのがあって、これも本当に私たち現場はそう

なんですけど、例えばもう、昨日、一昨日とあったことですが、発達障害を抱えた人。10 年

前に子どもシェルターにやって来た子が、精神科に入院をしやっと地域へ戻り、施設に入っ

ていますが、私もその子が言っている言葉を理解するまでに 10 年かかっているんですよね。

でも、その人が生保に行ったり、施設に行ったりして、語ってもトラブルの連続なんです。

しょうがいないから一緒に生保のワーカーに行って、この人が言っているのはこういうこと

なんですけどと言って、やっと生保のワーカーが「そういうことですか」みたいにわかって

くれるという、本当に信頼関係を築いて、その人が何が欲しいかというのはわかるまですご

く大変です。あるいは、施設から自立した、生保にかかって、病院に行っています、一生懸

命支援をしてくれているけれども、彼女は施設にラインで「死にたい。今日は 100 錠飲んじ

ゃった、金パブ。」みたいにかかってきて、お医者さんから救急車を呼びなさいって言ったっ

て、行かない、救急車なんか呼ばないって、私たちが救急車を呼ぶよと言っても出てこない、

でもそれを繰り返していくうちに自分がやっぱり入院しなきゃだめだとわかった。入院施設

を主治医とつないで、病院はオーケーした。誰がその子を入院病院に連れていけるかという

と、やっぱり生保のワーカーは動いてくれない。元の施設の職員じゃないと彼女は行かない

と言っているからとこっちから出向いて、連れていく。それで、飼っているハムスターをそ

の後、ハムスターがいるから入院をしないと言っているので、じゃあ、ハムスターをペット

ショップに連れていくみたいな、こういうかたちがあれるのはやっぱり元の施設の職員なん
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ですよね。 

  なので、なんか通訳というか、その必要性みたいなのを子供や若者にはそういった伴走者

がないと、相談機関にさえにつながらしないしということをわかってほしい、そう思いまし

た。 

○部会長 はい。もう、ひしひしとわかりました。 

  ということで、時間的なこともありますので、今いろいろ出てきた、例えばアプリを開発

して情報提供をする、ワンストップ窓口を考えてみるとか、あるいは職員の人たちが通訳者

になれる要素を持つとか、いろんな要素が出てきたかなと思いますので、いかがでしょうか。

次回が意見具申のとりまとめに入る段階になりますから、このイメージ（案）を見ながら具

体的な項目や取組についてのご意見をいただこうかなと思います。さっきも出ましたけど、

どんな問題を扱うかというところについては、これもまたいろいろご議論があるかと思うん

ですけど、基本は広い若者の、特に困難な若者の全体に網をかけるようなそういう、今まで

若者のところが一番そういう要素が欠落していますから、そういうイメージでまず考えてい

ただいて、それの中にいろんなひきこもりも入る、非行のその後の支援も入るというような

形で考えていくということにしたいと思います。具体的な項目や取組についてのご意見をど

んどん出していただけないかなと。やはり実効性のあるものをやらないとですね、ちょっと

厳しい言い方ですけど国とかもきれいな絵ばかりを描いていているんですけど、絵を描くの

はできるのですけど、やはり実際にネットワークを作って今のような問題にどう接していく

かということは非常に難しいですよね。ですから、どんどん具体的な案を出していただきた

いと思います。提出の方法とか、締め切りとかは事務局の方からご連絡を後でしていただけ

ればよろしいでしょうかね。 

  ということで進めていきますので、ぜひいろんな建設的なご意見をいただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

  今日だけでも相当なご意見が出ましたので、事務局もきちんと整理をしていただければと

思います。 

  では、最後、次第の５で事務局からのご連絡をお願いいたします。  

○青少年課長 それでは、最後に連絡をさせていただきます。若者支援部会につきましては、

本日を含めまして、これまで５回開催をいたしまして、委員の皆様方から様々なご意見をい

ただいてきたというところでございます。 
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  次回の第６回の若者支援部会におきましては、これまで本日を含めました議論を踏まえつ

つ先ほどご説明をした、意見具申のイメージ（案）と皆様からご提出、今後いただきますご

意見と併せまして対応策のとりまとめの方向性についてまた、お示ししそれをご議論いただ

くという形になりますので、ぜひとも精力的なご意見をいただければという次第でございま

す。第６回若者支援部会の日程につきましては、４月下旬に開催する方向で現在、調整をし

ております。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

  ちょっと、司会のうまくなさで 10 分余超過してしまいました。申し訳ございません。 

  これで第５回専門部会を閉会したいと思います。 

  会議の冒頭にもお話がありましたが、クリアファイルに入りました個人情報を伴う資料に

つきましては、机上に置いていただいてお帰り願いたいというふうに思います。 

  今日は本当に活発なご議論、またすばらしいご講演をいただきましてありがとうございま

した。 

  ぜひ、今後もよろしくお願いいたします。これで終わりにしたいと思いますありがとうご

ざいます。 

午後０時 14 分閉会 

 

 

 

 


